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議 案 第 １ 号

平成30年度北海道一般会計補正予算（第１号）

　平成30年度北海道一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,168,875千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ2,753,956,268千円とする。

２ 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加及び変更は、「第２表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条　地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

９ 国 庫 支 出 金 318,871,534 3,924,992 322,796,526

２ 国 庫 補 助 金 214,398,916 3,894,502 218,293,418

３ 委 託 金 4,692,071 30,490 4,722,561

12 繰 入 金 26,115,908 21,883 26,137,791

１ 特 別 会 計 繰 入 金 3,606,312 581 3,606,893

２ 基 金 繰 入 金 22,509,596 21,302 22,530,898

13 諸 収 入 185,427,046 30,000 185,457,046

４ 受 託 事 業 収 入 1,464,258 30,000 1,494,258

14 道 債 658,437,000 192,000 658,629,000

１ 道 債 658,437,000 192,000 658,629,000

歳 入 合 計 2,749,787,393 4,168,875 2,753,956,268

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位　千円）
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 総 合 政 策 費 55,581,891 6,934 55,588,825

６ 地 域 創 生 費 6,364,858 6,934 6,371,792

４ 環 境 生 活 費 10,342,605 764,708 11,107,313

３ 環 境 政 策 費 2,171,604 480,802 2,652,406

４ 循環型社会推進費 2,050,463 115,046 2,165,509

７ エゾシカ対策推進費 108,908 121,000 229,908

８ 道 民 生 活 費 406,426 9,460 415,886

11 ス ポ ー ツ 振 興 費 1,086,270 38,400 1,124,670

７ 農 政 費 130,251,954 1,409,200 131,661,154

８ 農 村 設 計 費 15,786,065 1,409,200 17,195,265

８ 水 産 林 務 費 56,394,676 972,606 57,367,282

２ 水 産 経 営 費 2,477,636 595,695 3,073,331

６ 林 業 木 材 費 2,791,395 93,313 2,884,708

歳 出
（単位　千円）
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

８ 森 林 整 備 費 8,803,651 283,598 9,087,249

11 教 育 費 403,421,031 5,696 403,426,727

６ 学 校 教 育 費 1,524,005 5,696 1,529,701

12 災 害 復 旧 費 11,676,349 1,009,731 12,686,080

２
水 産 林 業 施 設

災 害 復 旧 費
1,258,140 1,009,731 2,267,871

歳 出 合 計 2,749,787,393 4,168,875 2,753,956,268
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事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

緑地区地域用水環境整備事業に係
る小水力発電施設建設工事に関す
る債務負担行為

－ －
平成30年度から
平成33年度まで

1,014,000

道道美唄富良野線トンネル工事に
関する債務負担行為

平成28年度から
平成30年度まで

3,313,000
平成28年度から
平成31年度まで

3,313,000

第 ２ 表

債 務 負 担 行 為 補 正
（単位　千円）
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起債の目的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

漁 港 災 害

復 旧 費
40,000

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

10％

以内

据置期間を含め30年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

232,000

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

10％

以内

据置期間を含め30年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

合 計 658,437,000 658,629,000

第 ３ 表

地 方 債 補 正
（単位　千円）
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議 案 第 ２ 号

平成30年度北海道中小企業近代化資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

　平成30年度北海道中小企業近代化資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,162千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ1,825,132千円とする。

２ 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 繰 越 金 344,802 1,162 345,964

１ 繰 越 金 344,802 1,162 345,964

歳 入 合 計 1,823,970 1,162 1,825,132
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歳 出
（単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 諸 支 出 金 565,972 1,162 567,134

１ 繰 出 金 393,528 581 394,109

２ 諸 費 172,444 581 173,025

歳 出 合 計 1,823,970 1,162 1,825,132
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